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国有財産の分類

屋久島国会議事堂

行政財産以外の財産（庁舎
などの跡地、物納された土地、
政府保有株式など）

国有林野事業のため
の国有林野

皇居、御所、
御用邸など

国道、河川、港湾、

国営公園など

庁舎、宿舎、
刑務所など

森林経営用財産皇室用財産公共用財産公用財産

普通財産行政財産

国有財産

正殿

普通財産

出典：環境省ホームページ
（https://www.env.go.jp/nature/nati
onalparks/list/yakushima/spot/#spot
Slider-mountain）

出典：宮内庁ホームページ
（https://www.kunaicho.go.jp
/learn/institution/shisetsu/kok
yo/index.html）

国営ひたち海浜公園

国営ひたち海浜公園提供
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（注）国有財産法の対象とされていない財産の例としては、現金（会計法において規定）、債権（国の債権の管理等に関する法律において規定）、
物品（物品管理法において規定）などがあり、別の法体系の下におかれています。

○ 国は、不動産、動産（現金、船舶、航空機など）、債権（貸付金等）などさまざまな財産を所有して
いますが、国有財産法に規定する国有財産には、例えば、土地や建物などの不動産、船舶や航空機など
の一部の動産、株式などの有価証券などがあります。

○ 国有財産は、「行政財産」と「普通財産」の２つに分けられます。

https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/list/yakushima/spot/#spotSlider-mountain
https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/list/yakushima/spot/#spotSlider-mountain
https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/list/yakushima/spot/#spotSlider-mountain
https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/list/yakushima/spot/#spotSlider-mountain
https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/list/yakushima/spot/#spotSlider-mountain
https://www.kunaicho.go.jp/learn/institution/shisetsu/kokyo/index.html
https://www.kunaicho.go.jp/learn/institution/shisetsu/kokyo/index.html
https://www.kunaicho.go.jp/learn/institution/shisetsu/kokyo/index.html


公用財産  12.0万ha (1.37%)
公共用財産  1.4万ha (0.16%)
皇室用財産  0.1万ha (0.02%)

8.9万ha 
(1.0%)

普通財産

森林経営用財産
853.0万ha (97.4%)

総面積

○ 令和６年度末時点の国有地（※）の面積は875.6万haであり、国土の約4分の1を占めています。
（※）国有財産法に規定する国有財産のうち、国有財産台帳以外の台帳で管理されている財産（道路、河川など）を除く。

○ その大部分（約97％）は森林経営用財産で、国有林野事業に用いられています。これらは国土の保全
や自然環境の保護という観点から重要な役割を担っており、屋久島、小笠原諸島、白神山地のように世界
遺産に登録されているものもあります。

国有地の面積

令和６年度末現在

【国土に占める国有地の面積の割合】

（ 注 1 ） 国 土 交 通 省 提 供 資 料 に よ り 作 成 し て お り 、 左 記 グ ラ フ と は 時 点 が

異 な り ま す 。 国 土 総 面 積 は 令 和 ２ 年 の 数 値 、 国 有 地 の 面 積 は

      令和２年度末時点の面積です。

（注２）単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。

令和２年の数値（注１）

【国有地の内訳（面積）】

（注１）公共用財産のうち、国有財産台帳以外の台帳で管理されている財産

（道路、河川など）は、含まれておりません。

（注２）単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。
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875.6万ha

国有地

876.8万ha 
(23.1%)

  公有地
（地方公共団体所有）

私有地

1,972.6万ha (52.1%)

道路・河川等

610.7万ha 
(16.1%)

319.5万ha (8.4%)

国土総面積

3,779.7万ha

行政財産
866.7万ha

(98.9%)



○ 国有財産の価格・数量などは国有財産台帳により管理しており、令和６年度末時点の価格は
140.4兆円となっています。このうち、独立行政法人等への出資財産は105.7兆円です。

○ 国有財産の分類別にみると、普通財産は112.6兆円、行政財産は27.8兆円です。

国有財産の現在額

（注１） 公共用財産のうち、国有財産台帳以外の台帳で管理されている財産（道路、河川など）は、含まれておりません。
（注２）  単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。

5.1兆円
森林経営用財産

独立行政法人等への
出資財産 105.7兆円

普通財産

112.6兆円

行政財産

27.8兆円

国有財産

140.4兆円

在日米軍施設としての
提供財産

皇室用財産

公共用財産

その他

未利用国有地

地方公共団体等へ
の貸付財産

0.8兆円

0.8兆円

1.3兆円

0.4兆円

2.3兆円

2.7兆円

公用財産

21.0兆円

会社名等  
政府保有額
（兆円）

（株）日本政策金融公庫 15.1

（独）日本高速道路保有・
債務返済機構

11.6

（独）国際協力機構 10.5

国際通貨基金 6.8

全国健康保険協会 5.3

国際開発協会 4.8

日本電信電話（株）
（現・NTT（株））

4.2

（株）日本政策投資銀行 4.0

（株）国際協力銀行 3.2

日本たばこ産業（株） 2.7

独立行政法人等への出資財産（上位10社）
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○ 財務省理財局や各財務局等においては、国有財産全体の総合調整業務とともに、普通財産の管理
処分を行っています。一方、行政財産の管理事務はそれぞれの財産を所管している省庁が行っています。

○ 国有財産の「管理」とは、取得、維持、保存及び運用を行うことをいい、「処分」とは、売払い、交換、
 譲与、信託等を行うことを言います。処分を行うことにより、国有財産は国有財産ではなくなります。
○ 行政財産は「管理」のみで「処分」が行えないのに対し、普通財産は「管理」のほか「処分」を行うことが  
できます。

国有財産の管理処分及びその総合調整
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各省庁

財務省・
財務局等

地方公共団体・法人・個人等

宿舎庁舎 国有林野 公園 道路

国有財産

売却／
貸付等

財政貢献
最適利用

未利用
国有地

情報提供

政府出資

行政財産

普通財産

総
合
調
整

管理・処分

管理

※具体的には、国有財産制度の整備、管理処分事務の統一（各省各庁からの協議対応等）、財産状況の明確化、管理処分の
調整（使用調整、取得調整、実地監査等）があげられる。

※

監査



○ 国として保有する必要のない土地については、国の厳しい財政状況等を踏まえ、売却等を行い、国の財
政に貢献しています。（詳細は23～24ページを参照）

○ 一方で、将来世代におけるニーズに対応するため、有用性が高く希少な土地は留保財産として国が所有
権を留保し、定期借地制度による有効活用を図っています。

○ 有効活用にあたっては、まちづくり等の地域・社会のニーズを踏まえ、介護施設等の整備にも国有財産
を活用しています。

○ 引き取り手のない財産への取組として国庫帰属した財産（9ページ参照）についても、適切に管理・処
分を行っています。

国有財産行政における主な取組（普通財産）

6

≪地域・社会のニーズを踏まえた留保財産の活用事例（福岡武道館）≫

※外観は、福岡武道館HPより引用

所在 福岡県福岡市博多区東公園

土地

面積 6,420.84㎡

貸付期間 70年（一般定借）

賃借人 福岡県

建物

延床面積
13,608.92㎡

（地上4階、地下１階）

用途

武道館

（柔道場、剣道場、弓道場、

 相撲場、サブアリーナ）

【外観】



○ 庁舎の空きスペース等について省庁横断的な入替調整を行い、庁舎等の効率的な使用を推進してい
ます。また、国の行政財産の空きスペースを使用許可等を通じて地域に開放することで有効活用を図っ
ております（10ページ参照）。さらに、地方公共団体等とも連携して、普通財産も含めた地域における
国公有財産の総合的活用を推進します（11ページ参照）。

○ 宿舎は、国家公務員等の職務の能率的な遂行の確保等を目的として設置されています。 また、防災
分野、被災者支援や社会福祉分野にも活用されています。

国有財産行政における主な取組（行政財産）
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宿舎

津波避難ビルに指定されている国家公務員宿舎
（和歌山市・近畿財務局）

国家公務員宿舎を活用した避難訓練の様子

地方公共団体の施設

人口減少・過疎化
人口構成の変化

厳しい財政状況
施設の耐震化・更新急務

バラバラに計画！

認可保育所

児童発達支援
センター

母子生活
支援施設

防災備蓄
センター

まちづくりへの貢献

余剰地の活用

国の庁舎等

国と地方公共団体の庁舎の集約化等

耐
震
化
の
実
現

人口減少・
人口構成変化への対応

管理費用等の縮減

国有財産の総括機関である財務省・財務局と地方公共団体が
相互に連携し、地域の庁舎等のニーズを新たに調整（マッチング）

ワンストップ
サービス化

庁舎

売地

税外収入

売却等
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引き取り手のない財産への取組

（億円） （件）

①相続人不存在による国庫帰属制度（国庫帰属件数等） ②相続土地国庫帰属制度（国庫帰属件数）

1.2
1.1

4.5
3.4 2.9

2.4
2.5 2.5

3.076
107

172
189

145

187 206
223 224

0

300

0.0

6.0

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

台帳価格（左軸）

件 数（右軸）

（注）国有財産総合情報管理システムより集計。R7は計数整理の結果、異同が生ずることがある。

帰属された土地・建物のイメージ（写真は実際に帰属された財産）

地形狭長かつ法面の土地極小規模の土地老朽化した建物及び残置された動産
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倒壊の恐れがある擁壁が存在する土地

110

454
384

85

290

263

195件

744件

647件

0

1,000

R5 R6 R7

その他
宅地

（件）

（注）法務省資料（速報値）より作成

○ 相続人不存在の場合は、民法の所定の手続を経てもなお残余財産があれば、国庫に帰属することとされて
います。（相続人不存在による国庫帰属制度）

○ 加えて令和５年に、所有者不明土地の発生を予防するため、相続等により取得した土地所有権の国庫帰
属を可能とする制度が開始されました。（相続土地国庫帰属制度）

○ 国庫帰属した土地のうち多くは、財務局において、管理・処分を行うこととされています。



○ 国の行政財産（庁舎や宿舎等）の空きスペースを地域に開放し、地域貢献や脱炭素社会の実現など
多様な政策課題等に対応し、地域の活動拠点や新たな人流を生む“まちの魅力づくり”を図っています。

行政財産の有効活用の取組状況

脱炭素社会へ寄与  —— EV充電器 合同庁舎の地域開放 —— かがわマラソン

地方での新しい働き方 ——ＢＯＸ型サテライトオフィス地域の防災対応力強化へ —— 時間貸駐車場

大阪合同庁舎第２号館（近畿財務局）

青森合同庁舎（東北財務局）

高松サンポート合同庁舎（四国財務局）

広島合同庁舎（中国財務局）

⚫ 環境へ配慮した、脱炭素社会
の実現に貢献

⚫ 大阪市が取り組む脱炭素社会
の推進に向けた施策を踏まえた
使用許可実績

⚫ その他既存駐車場を活用し、
時間貸駐車場や電気自動車
を配置したカーシェアリングのため
の使用許可を実施している

⚫ 庁舎駐車場を使用許可し、民
間事業者による運営とすること
で、閉庁日含めて地域利用を
可能とした

⚫ 万が一に備え、緊急事態の事
象ごとにフローチャートを作成し、
緊密な連絡体制を整備

⚫ 発災時における災害対応力を
強化

⚫ ＢＯＸ型サテライトオフィス設置の
ために、庁舎ロビーの空きスペース
を使用許可

⚫ 来庁者や地域の方々が、地方に
おける新たな働き方を選択できる
環境を整備

⚫ 合同庁舎を地域に開かれた形で
活用することで、エリア価値向上に
寄与

⚫ 車いすランナーや関係者用駐車場、
ランナー・ボランティア用駐輪場、関
係者控室の用途で使用許可
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地域における国公有財産の総合的活用

○ 地域に所在する国有財産（行政財産・普通財産）を俯瞰し、地方公共団体が策定する都市計画、
防災計画等との整合性を図るとともに、地域に根ざす拠点づくりを進める等、市区町村及びその他関係機
関と連携しつつ、地域における国公有財産の総合的活用を推進します。

ポイント

庁舎内のスペースを開放し、
廃食油回収スポットの設置
など、地域の方々とともに
環境意識向上

 地域の活動に

観光需要増加を見越し、
シェアサイクルポートとして
庁舎敷地を開放

 地域のにぎわい創出に

国施設の移転跡地も活用し、
国と市が一体で整備することで
新たな人流を創出

 地域の拠点に

地域の防災拠点として
活用可能な庁舎を整備

 地域の防災力強化に

【市民交流活動センター（丸亀市HPより）】

イメージ図

1

2

3

地域課題と国公有財産の情報を整理し、都市計画・防災計画等との整合性を可視化

  地域課題や将来像を踏まえ、国公有財産の利活用の方向性を整理

  地域拠点としての機能や地域防災に資する機能を備え、住民生活の維持・向上及び地域の魅力向上に寄与するよう庁舎を活用

（ハザードマップ凡例）

地域の活動拠点や地域のイベント用地

として庁舎敷地を地域開放

津波等浸水リスクのある場所

から庁舎を移転集約

シェアサイクルポートとして庁

舎敷地を地域開放

庁舎跡地や未利用国有地を活用して、

生活に関連した公共施設を都市機能誘

導区域内に移転

住民サービス機能向上の観点から、

都市機能誘導区域内へ庁舎を移転集約

ハザードエリアや都市計画情報を踏

まえた地域防災の拠点

(点線部分)
都市機能誘導区域
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○ 未利用国有地等の無償提供を円滑に行うため、財務省（財務局）においては、平常時から定期的に、
提供が可能な未利用国有地等のリストを整備し、地方公共団体に情報提供しています。

○ 地震や台風などによる自然災害等の発生後、財務省においては、被災者の方々の避難先やがれき置き
場等として、国家公務員宿舎や未利用国有地等を地方公共団体に無償で提供する取組を行っています。
なお、気象庁から警報が発せられた場合等においては、発生前から無償提供を行っています。

自然災害における国有財産の活用

令和６年１月１日の令和６年能登半島地震発生により、石川

県からの要請に応じて、これまで石川県で最大121戸の空き国家

公務員宿舎について被災者の応急的な住まい等として無償で提供。

また、珠洲市、輪島市及び能登町からの要請に応じて、未利用国有

地等をそれぞれ応急仮設住宅敷地及び廃棄物仮置場として無償で

提供。

◆応急的な住まいとしての国有財産の活用イメージ ◆国有財産の活用事例

自
然
災
害
等
発
生

国家公務員宿舎・

公営住宅等

恒久的な
住まい

避難所等

旅館・ホテル等

避難所

避
難

応急的な住まい

再建後

の自宅

・
新たな
定住地

応急仮設住宅等

未利用国有地等
を応急仮設住宅
敷地として活用

知人・親戚宅等

・令和６年能登半島地震

【野々江総合公園として無
償貸付中の国有地（国有
地は公園の一部）を応急
仮設住宅敷地として活用
（石川県珠洲市）】

（写真提供元：珠洲市）
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管内の国有財産について

14

○ 公園等の用地として自治体へ無償貸付を行っているほか、様々な用途で活用されています。

長崎公園

大濠公園
（写真提供：福岡県観光連盟）

長崎公園

国定公園平尾台
（写真提供：福岡県観光連盟）

勝山公園
（写真提供：福岡県観光連盟）

雁ノ巣
レクリエーションセンター
（写真提供：福岡県観光連盟）

佐世保海軍施設
（写真提供：（一社）長崎県観光連盟）

   西公園
（写真提供：福岡県観光連盟）

（写真提供：佐賀県文化観光連盟）

舞鶴公園（佐賀県唐津市）

春日公園
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（平戸住宅）

国有財産の地域社会への貢献事例① ～離島・半島地域の課題解決～

○ 長崎県は、多くの離島や半島を有し、当該地域では人口減少対策が重要な問題であり
移住者等向け住宅の確保が課題。一方、国は行政需要減少による合同宿舎の空室の有効
活用が課題となっています。

○ 佐世保出張所は、平戸市より移住促進お試し住宅として合同宿舎を使用したいとの要
望を受け、迅速に対応し、同市へ合同宿舎の空室を使用許可しました（令和８年４月）。

○ 当該取組は、五島市、島原市に続き管内３例目であり、自治体のニーズを踏まえ、
離島・半島地域の課題解決に向けて様々な用途で活用を進めています。

16

自治体 対象利用者 利用状況

五島市 日本語学校の教職員及び学生 12戸、21名

島原市 域外からの県立高校生徒・管理者 10戸、34名

平戸市 平戸市への移住を検討中の方 1戸

（R8.4.1現在）



国有財産の地域社会への貢献事例② ～社会福祉分野での活用～

17

○ 「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策（平成27年11月）」で示された「介
護離職ゼロ」の実現に向けて、介護施設整備の加速化に資するよう、都市部等において定期
借地制度を活用した減額貸付を実施しています。

○ これまでに３市８件の定期借地契約が決定。国有地を活用して介護施設を整備することで、
介護と仕事を両立できる「安心につながる社会保障」の一助となっています。

○ また、「待機児童解消加速化プラン（平成25年4月）」、「ニッポン一億総活躍プラン（平
成28年6月）」、「子育て安心プラン（平成29年6月）」に基づき、未利用国有地の定期借
地制度の活用、国家公務員宿舎の空きスペースの貸付等を行い待機児童解消に向け取組んで
います。

公務員宿舎跡地に整備された介護施設
（福岡市）

公務員宿舎の空きスペースを活用した保育ママ事業
（福岡市）



国有財産の地域社会への貢献事例③ ～災害発生時等の緊急対応～

福岡財務支局では、福岡市による新型コロナ
ワクチン集団接種会場の設置を支援するため、
令和3年6月～５年１月まで、会場に隣接する
国有地を関係者及びワクチン接種者用駐車場と
して無償で提供しました。

令和３年８月１１日からの記録的な大雨により、
佐賀県武雄市では六角川が氾濫し甚大な被害が発
生。佐賀財務事務所では武雄市からの要請を受け、
床上浸水などにより一時的に自宅居住が困難とな
られた被災者を支援するため、同市内に所在する
公務員宿舎を無償で提供しました。
(※既に退去済み)

地震や台風などによる災害発生後、被災者の方々の避難先やがれき置き場等として、国
家公務員宿舎や未利用国有地等を無償で提供する取組みを行っています。
また、新型コロナウイルス感染症対策では、地方公共団体が設置するワクチン集団接種

会場等として、国の庁舎や未利用国有地を無償で提供する取組みを行いました。

被災者支援に公務員宿舎を提供 新型コロナ対策として国有地を提供

＜提供した駐車場用地＞

＜提供した「永島住宅」＞

＜ワクチン集団接種会場＞
中央体育館
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国有財産の地域社会への貢献事例④ ～観光・MICE推進に向けた協力～

【完成イメージ図】

19

○ 福岡市では観光振興条例（平成30年制定）に基づき、九州のゲートウェイ都市機能強化、
MICE都市としてのプレゼンス向上などに取り組んでいます。

○ 福岡市がMICE関連施設の拡充を模索する中、都心部（大濠公園・舞鶴公園の正面）に立地す
る国有地（福岡家裁跡地）について、「国際ブランドの高級ホテルを誘致したい」との要望
を受けたことから、協議・検討を重ね、二段階一般競争入札を実施しました。
※二段階一般競争入札とは、あらかじめ開発条件を設定し、土地利用等に関する企画提案を求めた上で、これを審査し、
審査を通過した者を対象に価格競争入札で落札者を決定する方法

○ 入札の結果、国際ブランドの高級ホテルを核として賑わい施設や眺望空間、オフィスなどを
有する複合施設を建設する企業グループに売却しました。これにより、観光客数や国際会議
開催件数等の増加を目指す福岡市の取組みに寄与することが期待されます。

明治通り

昭和通り

舞鶴公園・大濠公園地区

写真：国土地理院

周辺図

福岡家裁跡地



国有財産の地域社会への貢献事例⑤ ～斜面地の有効活用～

○ 近年、相続土地国庫帰属により、売却見込みのない財産が増加しており、除草など管理コス
トの増加が課題となっています。

○ このような中、長崎市の斜面の空き地を活用する市民団体に、財産特性（眺望良好、市街地
に近い）を活かした活用の提案をしたところ、交流型市民農園として管理委託が実現。

  ※管理委託は、売却等処分までの暫定措置で、地域福祉向上のために一般公衆の利用に供すること、または財産維持保全を

   目的とした制度（無償）。

○ 国の管理コストの削減に加え、空き地であった国有地に地域内外の人々が集う状況が生まれて
おり、地域コミュニティの活性化に貢献しています。

20

活用前 活用後（交流型市民農園）

（出典：長崎都市・景観研究所）



国有財産の地域社会への貢献事例⑥ ～庁舎や宿舎の新たな活用～

○財務局では、現下の政策課題への対応や地域貢献を目的とし、各省庁の庁舎や宿舎で
空きスペースの有効活用を進めています。

○具体的な取組みとしては、「シェアサイクル事業を進めている地方公共団体と連携し
た庁舎及び宿舎敷地へのポート設置」、合同庁舎駐車場への「EV用充電器設置」や
「閉庁日における駐車場の一般開放」などを行っています。

○本取組みを通じ、地域における新たな人流を生み出し、まちの魅力づくりに貢献して
いるほか、合同宿舎日の出住宅（佐賀市）におけるシェアサイクルポート設置の事例
では、令和６年度に実施された国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の期間
中、ポートを増設することで大会運営にも貢献しました。

21

シェアサイクル等 EV用充電器、閉庁日における駐車場の一般開放

〈福岡合同庁舎〉 〈福岡合同庁舎〉

〈合同宿舎 日の出住宅〉

〈小倉税務署〉
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○ 国として利用予定のない財産（普通財産）は、公用・公共用優先の原則に則り、まずは地方公共団体等から
取得・利用の要望を受け付けることとしています（受付期間：物件情報を財務局のウェブサイトに掲載した日から
3か月間）。

○ 普通財産の取得・利用は、大別して、①売却、②貸付けの2種類があります。

○ 行政財産の利用については、所管省庁から使用許可を行っています。

地方公共団体等が国有財産を取得・利用したい場合

契
約
締
結

見
積
り
合
せ

普通財産を取得・利用する場合

行政財産を利用する場合

（注）地方公共団体等において、学校、病院等を設置する場合や緑地・公園を設置する場合など、公共性の高い用途に使用する
場合には、法律に基づき時価より優遇した価格での売払いや貸付けが可能です。

財
務
局
に
よ
る
審
査

取
得
等
要
望
の
申
請

売
却
等
相
手
方
の
決
定

財産の所管省庁から
地方公共団体等に

使用許可

財務局から
地方公共団体等へ
活用可能財産の

情報提供

地方公共団体等からの
利用要望の申請

物
件
情
報
等
の
公
表

地
方
公
共
団
体
へ
通
知

手続きの詳細については…

福岡財務支局ウェブサイト
からご確認ください

国有地を学校や
公園に利用したい

国有地をまちづくり
に活用したい

庁舎不足の解消に
国の庁舎の空き
スペースを活用したい
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国有財産の購入を検討している方へ

○ 国及び地方公共団体等において利用予定がない国有地については、一般競争入札により売却することとしています。
○ また、一般競争入札で売却に至らなかった物件については、一定期間に限り、原則先着順で購入可能です。

最低売却価格以上で、最高の価格を提示した方が購入できます。

公示

入札の約20日前
までに公示

（ウェブサイトに掲載）

開札

受付期間終了後、
概ね2週間後

売買契約の締結

落札決定の日から
30日以内に締結、
売買代金の支払い

所有権の移転

手続きは国において実施し、
登記手続き費用は不要
（登録免許税は必要）

国有財産の購入に関する情報

売買契約の締結

売却決定の日から
30日以内に締結、
売買代金の支払い

原則として、一定の期間に限り先着順で購入できます。

申請

申請書等の
必要書類を提出

入札書等の
必要書類を提出

入札

所有権の移転受付物件を公表

財務局において
物件情報や

売却価格を公表

売却相手の決定

手続きは国において実施し、
登記手続き費用は不要
（登録免許税は必要）

一般競争入札の基本的な流れ

入札で売却に至らなかった物件は・・・

福岡財務支局ウェブサイト
からご確認ください

詳細については…

先着順
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○ 各財務局のウェブサイトやメールマガジンで、国有財産の売却情報を発信しています。
✓ 現在公示中の物件情報・先着順ですぐに購入できる物件情報
✓ 今後入札を予定している物件の情報
✓ 入札時・購入申請時の必要書類

○ 一般競争入札に関する情報は、各財務局で配布している入札案内書や、新聞広告、
   折込チラシ、民間の不動産情報サイト「全国版空き家・空き地バンク」（LIFULL HOME‘S
及びアットホーム㈱）にも、掲載しています。



➢財産を所管する省庁から、庁舎等の
未利用スペースのうち活用可能な財
産の報告を受けて、財務局が利用
要望の募集を行い、要望があった場
合には所管省庁へ取り次ぎます。
（10、16、17、21、26ページ参
照）

（利用例）

国有財産の利用を検討している方へ

○ 普通財産の利用については、大別して、①定期借地権による利用（長期間の利用）、②暫定貸付による利用
（短期間の利用）の２形態があり、原則として一般競争入札により相手方を決定します。

○ 行政財産の利用については、所管省庁から③使用許可を受けることで利用することが可能です（相手方は原則とし
て公募により決定）。

国有財産の利用に関する情報

○ 各財務局のウェブサイトにおいて、国有財産の利用に関する情報を発信しています。
（例）
✓ 定期借地による貸付けに関する入札情報
✓ 暫定貸付の対象物件
✓ 使用許可の対象となる活用可能な庁舎・宿舎等の情報

①定期借地 ②暫定貸付 ③使用許可

➢予め一定の契約期間（例えば
50年間）を定め、契約終了時に
更地で返還することを条件に借地
権を設定する制度です。

（利用例）

➢売却等を行うまでの財産について暫定的
な貸付けを実施しています。主に３年以
内の短期間での使用向けです。

（留意点）
➢ビル等の堅牢な建物の建築はできません。

（利用例）

介護施設、商業施設等 資材置き場、臨時駐車場等 ５G基地局、シェアサイクル、EV用充電器等

福岡財務支局ウェブサイト
からご確認ください

詳細については…
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庁舎等のスペースの活用を検討している方へ
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国有財産に関する相談窓口

福岡財務支局
管財総括第一課 TEL：０９２－４１１－５０９５
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1

福岡合同庁舎本館

小倉出張所
管財課 TEL：０９３－５６１－０４８１
〒803-0813 北九州市小倉北区城内5-1

小倉合同庁舎

佐賀財務事務所
管財課 TEL：０９５２－３２－７１６１
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20

佐賀第２合同庁舎

長崎財務事務所
管財課 TEL：０９５－８２７－７０９５

〒850-0052 長崎市筑後町3-24

佐世保出張所
管財課 TEL：０９５６－２３－３１８５

〒857-0041 佐世保市木場田町2-19
佐世保合同庁舎
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